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【
対
象
者
】

　

次
の
①
ま
た
は
②
で
、
令
和
４
年
６
月
〜

９
月
に
特
定
健
診（
後
期
高
齢
者
健
診
）を

受
診
し
な
か
っ
た
人

①
40
〜
74
歳
で
伊
豆
の
国
市
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人

②
75
歳
以
上
の
市
民
で
静
岡
県
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人（
一
部
65

〜
74
歳
の
人
を
含
む
）

※
年
齢
は
令
和
５
年
３
月
31
日
時
点

【
自
己
負
担
金
】

　

無
料

【
個
別
健
診（
医
療
機
関
で
受
診
）】

と
き
／
12
月
1
日（
木
）〜
28
日（
水
）

申
込
／
医
療
機
関
へ
電
話
で
予
約（
予
約
が

必
要
な
医
療
機
関
の
み
）

※
土
・
日
曜
日
や
夜
間
に
受
診
で
き
る
医

療
機
関
が
あ
り
ま
す
。

※
健
診
実
施
医
療
機
関
は
、
市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は

「
令
和
４
年
度
健
診
ガ
イ
ド
」で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

【
集
団
健
診（
市
施
設
で
受
診
）】

と
き（
完
全
予
約
制
）／

　

①
12
月
１
日（
木
）ア
ク
シ
ス
か
つ
ら
ぎ

　

②
12
月
２
日（
金
）韮
山
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー

　

③
12
月
６
日（
火
）韮
山
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー

　

全
日
８
時
30
分
〜
11
時
受
付

申
込
／
健
診
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
、
国
保

年
金
課
へ
電
話
で
予
約

　

受
付
開
始
：
11
月
11
日（
金
）〜

※
定
員
に
達
し
た
場
合
、受
付
を
終
了
し
ま
す
。

※
が
ん
検
診（
胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
肺
が
ん
）

を
同
時
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

予
約
時
に
そ
の
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。（
が

ん
検
診
は
自
己
負
担
金
が
必
要
で
す
。）

※
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、定
員
を
定
め
、

こ
ち
ら
で
受
付
時
間
を
指
定
し
ま
す
。
指

定
の
時
間
に
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

指
定
の
時
間
以
外
に
受
診
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

【
持
ち
物
】

①
受
診
券（
成
人
健
康
診
査
受
診
券
兼
受

診
票
用
シ
ー
ル
）、②
質
問
票
、③
健
康
保

険
証

※
紛
失
し
た
場
合
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
５

12
月
に
追
加
健
診
を
実
施
し
ま
す

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診

問 三島年金事務所　☎ 055-973-1166

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を送付します

　所得税および住民税の申告の際、国民年金保
険料を納付した分が社会保険料控除の対象とな
ります。令和 4年 1月 1日～ 9月 30 日に納付
した人には、11月上旬に日本年金機構から控除
証明書が送付されます。（10月～ 12月に今年初
めて納付した人は令和 5年 2月上旬に送付。た
だし、11月上旬に発送された人を除く。）

国民年金保険料の納付は口座振替で！まとめて前払いするとお得な割引も！
　口座振替やクレジットカード納付を利用すると
金融機関などの窓口へ行く手間や時間が省けま
す。さらに、「早期（当月末納付）」や「前納」で納
めると保険料が割引されます。
※ 令和 5年 4月からの前納（2年分、1年分、6カ
月分）の新規申し込みは令和 5年 2月末で受付
を終了します。

●口座振替を希望する人
　 「口座振替納付書」を年金事務所または金融機関に
提出してください。
●クレジットカード納付を希望する人
　 「クレジットカード納付申出書」を年金事務所に提
出してください。 日本年金機構

年金事務所からのお知らせ

　また、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を
マイナポータルに電子送付するサービスの開始を予定し
ています。
【問い合わせ】（ねんきん加入者ダイヤル）
　☎ 0570-003-004（ナビダイヤル）
　☎ 03-6630-2525（050から始まる電話の場合）
月～金曜日（8時 30 分～ 19 時）、第2土曜日（9時 30 分～ 16 時）

※土日祝日（第 2土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1月 3日を除く

詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。

田
方
広
域
都
市
計
画
の
変
更（
原
案
）に

　
　
　
　
　

   

関
す
る
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

公
聴
会
は
、
都
市
計
画
法
第
16
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
開
の
場
で
都
市
計
画

の
変
更（
原
案
）に
関
す
る
意
見
を
述
べ
て

い
た
だ
く
も
の
で
す
。

と
き
／
11
月
22
日（
火
）16
時
〜

と
こ
ろ
／
伊
豆
長
岡
庁
舎
１
階
災
害
対
策
室

内
容
／

①
汚
物
処
理
場
…
韮
山
お
よ
び
長
岡
し
尿
処

理
場
の
都
市
施
設
廃
止
に
係
る
都
市
計
画

の
変
更

②
ご
み
焼
却
場
…
韮
山
ご
み
焼
却
場
お
よ
び

長
岡
清
掃
セ
ン
タ
ー
、
大
仁
清
掃
セ
ン

タ
ー
の
都
市
施
設
廃
止
に
係
る
都
市
計
画

の
変
更

申
込
／

【
公
述
希
望
者
】

11
月
２
日（
水
）〜
17
日（
木
）に
意
見
の
要

旨
、
そ
の
理
由
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、

電
話
番
号
な
ど
を
記
入
し
た
公
述
申
出
書
を
、

直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

で
都
市
計
画
課
に
提
出

※
公
述
申
出
書
は
、
都
市
計
画
課
ま
た
は
市

Ｈ
Ｐ
で
入
手
で
き
ま
す
。

※
都
市
計
画
の
変
更（
原
案
）は
、
11
月
２

日（
水
）〜
16
日（
水
）に
都
市
計
画
課
ま

た
は
市
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
傍
聴
希
望
者
】

11
月
２
日（
水
）〜
17
日（
木
）に
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
で
都
市
計
画
課
に
申
し
込
み

※
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
氏
名
、
住
所
、
電
話

番
号
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項
／

〇
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
、
公
聴
会
は

中
止
な
り
ま
す
。

〇
公
聴
会
は
公
述
人
が
意
見
を
述
べ
る
場
で

あ
る
た
め
、
質
疑
応
答

は
で
き
ま
せ
ん
。

〇
公
聴
会
の
中
止
・
実

施
方
法
が
変
更
の
場

合
、
市
Ｈ
Ｐ
で
ご
案

内
し
ま
す
。

問
都
市
計
画
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）２
９
０
９

℻  
０
５
５（
９
４
８
）１
４
６
８

メ
ー
ルtosikei@city.izunokuni.shizuoka.jp

「
偽
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警
告
画
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
注
意
を
！
」

あ
な
た
も
狙
わ
れ
る
カ
モ
！
悪
質
商
法
に
ご
用
心

136○

伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎
相談日：毎週月～金曜日、9時～ 16 時

（12 時～ 13 時、年末年始・祝日は除く）
※相談員による相談は月・水・金曜日
問伊豆の国市消費生活センター ☎055-948-2901

【消費生活相談】 伊豆市役所（伊豆市小立野）
相談日：毎週火～木曜日、8時 30 分～ 17 時 15 分

（12 時～ 13 時、年末年始・祝日は除く）
問伊豆市消費生活センター　☎ 0558-72-9858

（
文
と
絵
）　

司
法
書
士　

山
田
茂
樹

　

以
前
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最

近
、
パ
ソ
コ
ン
画
面
に
突
然
、
実

在
す
る
大
手
の
ウ
ィ
ル
ス
対
策
ソ

フ
ト
メ
ー
カ
ー
の
ロ
ゴ
と
共
に

「
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
の

で
電
話
す
る
よ
う
に
」と
の
警
告

画
面
が
表
示
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
案
で

は
電
話
を
か
け
る
と
、
例
え
ば
、

「
パ
ソ
コ
ン
が
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
て
い
る
の
で
除
去
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
に
行
っ

て
、
プ
リ
ペ
イ
ド
型
電
子
マ

ネ
ー
を
買
っ
て
、
番
号
の
部
分

を
削
り
、
番
号
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
」な
ど
と
告
げ
ら
れ
、
不

必
要
な
ソ
フ
ト
を
購
入
さ
せ
ら

れ
た
り
、
さ
ら
に
は
遠
隔
操
作

な
ど
を
利
用
さ
せ
て
、
パ
ソ
コ

ン
上
に
保
存
さ
れ
て
い
る
個
人

情
報
を
盗
み
取
る
手
口
も
み
ら

れ
る
よ
う
で
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。


